
 

 

 
 

  
 

 

 

山口県厚生農業協同組合連合会 
（略称：ＪＡ山口厚生連）  

周 東 総 合 病 院            

長 門 総 合 病 院            

小 郡 第 一 総 合 病 院            
小郡第一整形駅前クリニック 

老 人 保 健 施 設 み の り 苑            

 

 

視能訓練士 長門総合病院 1名 

 

 

      

視能訓練士免許既得の者 

 

 

 

(1)身分      正職員（ただし、原則として 3か月間は試用期間とする。） 

(2)採用予定日相談の上、決定致します。 

 

 

 

(1)勤務場所   長門総合病院 

(2)勤務時間  8時 30分～17時(休憩時間 50分) 

       (ただし、業務内容により時差出勤・日直等を命ずることがあります。) 

(3)休日    完全週休２日制、祝日、盆休、年末年始 

       年次有給休暇、年次特別休暇、母性健康管理休暇、慶弔に伴う特別休暇、 

       リフレッシュ休暇（年次有給休暇を利用した最長９日間の連続休暇制度）や 

子の看護等休暇、育児・介護休業の制度あり 

(4)給与等    初任給（令和 8年度給与ベースの基本給与） 

基本給         184,800円(4年制卒) 179,100円(3年制卒) 

       処遇改善手当      10,000円 

              合計         194,800円(4年制卒) 189,100円(3年制卒) 

             （基本給について当該職種での勤務経験が有る場合は、所定の経験年数を算入して決定致 

します。なお、試用期間中はおよそ 90％の支給となります。） 

              昇給    年１回（４月） 

賞与    年２回（７月、12月） 前年度実績 4.5か月（年） 

※ただし、採用年度の初賞与は所定勤務期間を満たさないため減額されます。 

              諸手当  

通勤手当（通勤距離片道２㎞以上から支給） 

       ２㎞：2,000円～50㎞以上：38,100円まで 

       住宅手当（賃貸住宅へ居住する世帯主のみ支給） 

       単身者：15,000円、家族帯同者：25,000円 

１．募集職種及び募集人員 

２．応募資格 

３．採用条件 

４．勤務条件 

 

 

 



 

但し、勤務地との通勤距離が 18km未満に限る 

※住宅手当は入会後５年間のみの支給となります。 

       退職金 本会職員退職給与規程による 

 

 

 

(1)加入保険 健康保険、雇用保険、労災保険など 

(2)加入年金  厚生年金 

(3)その他    永年勤続表彰、職員親睦旅行、親睦球技大会など 

業務災害補償保険、選択制確定給付企業年金制度(希望者)、制服貸与 

 

 

 

(1) 選考試験  ①試験内容：書類選考 

筆記試験（Web方式による基礎能力検査並びに対面による適性検査） 

      小論文（出題者の設定した課題による）及び面接 

②試験日程：随時（書類選考後、日程を調整しお知らせ致します） 

③試験会場：長門総合病院 

 

 

     

(1) 提出書類（各 1通）   

①履歴書(写真添付) 

･連絡可能なメールアドレスを記載(Web試験時に使用) 

② 卒業証明書 

③ 資格免許証の写し 

なお、提出書類は一切返却いたしませんので予めご了承下さい。 

(2)提出先     759-4194 山口県長門市東深川 85番地 

山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院 総務課 

 

 

 

(1)選考試験等の詳細は、別途お知らせ致します。 

(2)採用内定を受けた方には、血液抗体価等の証明（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎・QFT又は T-SPOT） 

を採用までに提出して頂く場合があります。詳細は内定後にご案内致します。 

(3)当会が取得したあなたの個人情報は、採用判定もしくは採用後の雇用管理以外の目的には使用致しませ 

ん。 

(4)当会に本採用された時点において、労働組合との協約に基づき山口県厚生連労働組合に加入することに 

なります。 

(5)その他、詳細についてのお問い合わせは、病院総務課担当者まで。 

 長門市東深川 85番地   長門総合病院    担当：総務課 奥田 

℡  0837-22-2220   https://www.nagato-hp.jp/ 

以 上 

５．福利厚生 

６．選考方法 

７．応募手続 

８．その他 


